
※令和６年１２月２７日現在で国の各省庁からの情報により作成したものです。

≪摘要欄≫　　○：ほぼ要望どおり措置等の見込み　△：一部措置等される見込み　×：措置等されない見込み

要望・提案事項 摘要

◆令和７年度予算措置の状況　　＜経済産業省・公正取引委員会＞
＜経済産業省＞
　○中小企業取引対策事業

＜公正取引委員会＞
 　○厳正かつ実効性のある独占禁止法の運用
 　　 中小企業に不当に不利益を与える行為の取締り強化　等

◆令和６年度補正予算措置の状況＜経済産業省・公正取引委員会＞
＜経済産業省＞
　〇中小企業省力化投資補助事業

　○新事業進出補助金の創設

　○中小企業取引対策事業

＜公正取引委員会＞
　○厳正かつ実効性のある独占禁止法の運用
　　 中小企業に不当に不利益を与える行為の取締り強化　等

〔全〕２９億円
(〔全〕２８億円）

〔全〕１５８．５億円
（〔全〕１２１．９億円）

〔全〕３，０００億円

〔全〕１，５００億円

〔全〕８．３億円

〔全〕１６．３億円

２．中小企業の事業継続支援 ◆令和７年度予算措置の状況　＜経済産業省＞
　○各種資金繰り支援

〔全〕８２３．１億円
（〔全〕７９５．５億円） △

３．経営者の個人保証を不要とする
信用保証制度の拡充 △

４．大規模小売店舗による地域貢献
×

◆令和６年度予算措置の状況　＜経済産業省＞
　○商店街等活性化支援事業

（中小機構交付金の内数）

６．万博調達への中小企業等の参
入促進 ×

◆令和７年度予算措置の状況＜厚生労働省＞
　〇創薬基盤強化支援事業

◆令和６年度補正予算措置の状況＜内閣府＞
　○グローバル・スタートアップ・アクセラレーションプログラムの推進
　　　・バイオコミュニティの機能強化の取組等を推進

〔全〕９．３億円の内数
(〔全〕４．４億円）

〔全〕２０．７億円の内数

◆予算項目以外の状況
　○経営者保証を不要とする信用保証制度及び保証料補助の継続実施

令和7年1月31日

大　　阪　　府

令和７年度 国の施策・予算に関する提案・要望　政府予算案（商工労働関連）

予算等の措置状況
Ⅰ　中小企業等の活力が発揮でき
る環境づくり
１．中小企業の経営安定化等の対
策強化

○

◆予算項目以外の状況
　・下請中小企業振興法の規定に基づき定められる「振興基準」が改正され、約束手形等の支払サイトの短
縮や、下請法で禁止する「買いたたき」の解釈の明確化がなされた。

≪予算等の措置状況欄≫　金額上段：R７年度予算額　　金額下段：R６年度予算額　　〔全〕全国枠予算　　〔国〕国費ベース　　〔事〕事業費ベース

◆予算項目以外の状況
　・要望内容に係る措置はなされていない。

Ⅱ　大阪・関西のポテンシャルを活
かした成長促進
１．健康・医療関連産業の世界的ク
ラスター形成
＜創薬スタートアップに対する支援
の強化＞

＜関西圏におけるグローバルバイ
オコミュニティの形成＞

△

◆予算項目以外の状況
　・令和６年７月３０日、国により創薬エコシステムサミットが開催され、日本に外資系VCの投資等を
　　誘致する取り組みを進めることや、創薬ベンチャーエコシステム強化事業において、アーリー
　　ステージでの支援をしやすくするための弾力的な運用を行うことが公表された。また、その成果
　　目標として、令和１０年度までに、国内創薬スタートアップに対する民間投資額を２倍に引き上げ、
　　企業価値１００億円以上の創薬スタートアップを新たに１０社以上輩出すること等が定められた。

◆予算項目以外の状況
　・要望内容に係る措置はなされていない。

５．商業活性化施策の充実・強化

×
◆予算項目以外の状況
　・令和５年度「地域の持続的発展のための中小商業者等の機能活性化事業」（予算額３．５億円）が
　　令和６年度以降継続されず、商店街等に対する支援が商店街等へのサポートを中心とする
　　伴走支援形式（中小機構交付金の内数）となり、ソフト・ハード支援がない状態である。
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要望・提案事項 摘要予算等の措置状況
◆令和７年度予算措置の状況　＜環境省、経済産業省、国土交通省＞
＜環境省、一部経済産業省連携＞
　〇地域における再エネ等由来水素利活用促進事業

＜経済産業省＞
　〇水素社会推進に向けた先導的な技術開発・実証事業

　〇クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等
　　導入促進補助金

　〇GXサプライチェーン構築支援事業

　〇カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発事
　　業

＜環境省、一部国土交通省連携＞
　〇産業車両等の脱炭素化促進事業

＜環境省、経済産業省連携＞
　〇ペロブスカイト太陽電池の社会実装モデルの創出に向けた導入支援事
　　業

＜環境省＞
　〇脱炭素型循環経済システム構築促進事業

　〇プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高
　　度化設備導入等促進事業

〔全〕３７．７億円

〔全〕２１７億円

〔全〕１００億円
（〔全〕１００億円）

〔全〕６１０億円
（〔全〕５４８億円）

〔全〕２７億円
（〔全〕２６億円）

〔全〕１１．６億円
（〔全〕１８．２億円）

〔全〕５０．２億円

〔全〕４０億円
（〔全〕４６．７億円）

〔全〕４２．８億円
（〔全〕３７．６億円）

◆令和６年度補正予算の状況　＜環境省、経済産業省、国土交通省＞
＜環境省、経済産業省、国土交通省連携＞
　〇商用車等の電動化促進事業

＜経済産業省＞
　〇クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等
　　導入促進補助金

＜環境省＞
　〇プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高
　　度化設備導入等促進事業

〔全〕４００億円

〔全〕３６０億円

〔全〕１７億円

３．国が戦略的に推進する重要分野
にかかる取組への支援 ○

◆令和７年度予算措置の状況　＜経済産業省、国土交通省＞
＜経済産業省＞
　〇工業用水道事業費

＜国土交通省＞
  〇民有護岸等の耐震改修に係る無利子貸付制度

[全]２１億円
（[全]２０億円）

[全]２，０７８．３億円の内数
（[全]２，０７２．４億円の内数）

◆令和７年度予算措置の状況　＜経済産業省＞
　○独立行政法人日本貿易振興機構運営費交付金

　○海外ビジネス・輸出促進事業

〔全〕２６３億円
（〔全〕２６２億円）

〔全〕３２億円
（〔全〕５．９億円）

２．カーボンニュートラルの実現に寄
与するエネルギー分野等の
イノベーションの創出
＜カーボンニュートラル関連産業の
振興＞
（１）商用燃料電池車の普及促進
（２）次世代型太陽電池の社会実装
の促進

＜「大阪ブルー・オーシャン・ビジョ
ン」の実現＞

△

◆予算項目以外の状況
　・第６回 モビリティ水素官民協議会（令和６年９月１２日）において、国が「FCVを集中的に導入する重点
　　地域」の選定基準案を公表し、商⽤⾞⾃体の潜在的需要（走行量・輸送量）が大きいことが選定基準

　　として挙げられていることが確認された。
　・ペロブスカイト太陽電池の軽量で柔軟な特徴を活かした多用途での製品開発を促すための
　　中堅・中小企業による新たな用途開発に対する支援制度創出にかかる措置はされていない。
◆予算項目以外の状況
　・経済産業省の特定重要物資に係る供給確保計画の認定やGXサプライチェーン構築支援事業の採択
　　など、府内に拠点を持つ企業に対して複数の財政的支援が決定した。

４．競争力強化に向けた産業基盤の
整備
＜堺・泉北臨海工業地域の強靭化
＞

△

◆予算項目以外の状況
　・民有護岸等の耐震改修に係る固定資産税の特例措置

５．中小企業等のグローバル化支援
施策の継続・強化

△

◆予算項目以外の状況
　・海外サプライチェーン多元化等支援事業の継続・強化に関する要望は実現していない。
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要望・提案事項 摘要予算等の措置状況
Ⅲ　多様な人材が活躍できる環境づ
くり
１．障がい者雇用の促進
＜現状の把握・分析等＞

×

◆予算措置の状況　＜厚生労働省＞
　○障害者の就労促進
　　・障害者雇用ゼロ企業等に対する「企業向けチーム支援」の実施等
　　・障害者就業・生活支援センターによる地域における就業支援　等

〔全〕１６５億円
（〔全〕１６３億円）

＜更なる障がい者雇用の拡大に向
けた制度の改善・拡充＞

△

＜先進的な取扱の導入＞

×

２.  発達障がいの可能性を有する方
等への就業支援の強化

◆令和６年度補正予算措置の状況　＜内閣府＞
　〇社会参加活躍支援等孤独・孤立対策推進交付金（仮称） 〔全〕２４億円 ○

３．誰もが働きやすい労働環境の向
上
＜企業における性的マイノリティの
理解増進＞

×

＜男性育児休業、介護休業の取得
促進＞

◆令和７年度予算措置の状況　＜厚生労働省＞
　○仕事と育児・介護の両立に向けた、業務代替整備・柔軟な働き方の
　　 導入等を含めた支援

　○共働き・共育て推進に向けた社会的機運の醸成、両立支援制度の
　　 導入・活用促進

　○共働き・共育ての推進のため、両親ともに育児休業をした場合に
　　 支給する出生後休業支援給付や育児期に時短勤務を行った
　　 場合に支給する育児時短就業給付の創設

〔全〕３６１．３億円
（〔全〕１８４．４億円）

〔全〕１．３億円
（〔全〕１．３億円）

〔全〕７９２億円

○

＜女性の活躍する労働環境の整備
＞

◆令和７年度予算措置の状況　＜厚生労働省＞
　○仕事と育児・介護の両立支援、多様な働き方の実現に向けた
　　 環境整備、ワーク・ライフ・バランスの促進

　○女性のライフステージごとの健康課題に取り組む事業主への支援等

〔全〕１，２８９億円
（〔全〕３０１億円）

〔全〕１．６３億円
（〔全〕１．５７億円）

○

＜最低賃金の引上げ＞ ◆令和７年度予算措置の状況　＜厚生労働省＞
　○最低賃金・賃金の引上げに向けた中小・小規模企業等支援、非正規
　　 雇用労働者への支援等

　○キャリアアップ助成金

◆令和６年度補正予算措置の状況　＜厚生労働省＞
　○最低賃金の引上げに向けた環境整備を支援する業務改善助成金等

〔全〕３２８億円
（〔全〕３３３億円）

[全]９６２億円
（[全]１，１０６億円）

[全]３０２．９億円

○

４．あいりん地域対策の強化
＜「あいりん労働福祉センター」の管
理＞ ○

＜「新労働施設」の整備＞

△

◆予算項目以外の状況
　・障害者雇用促進法に基づく障がい者の雇用状況について、調査方法を改めるための措置はされて
　　いない。

＜法定雇用率達成に向けた誘導・
支援策の強化＞

△

◆予算項目以外の状況
　・特定求職者雇用開発助成金における支給期間の拡大、要件緩和はなされていない。

◆予算項目以外の状況
　・障害者雇用促進法（令和４年改正）の付帯決議に基づいて、「今後の障害者雇用促進制度の在り方
　　に関する研究会」が設置された。今後手帳を所持していない難病患者等の位置づけ等の論点について
　　議論。

　・障害者介助等助成金における手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金の支給期間延長は
　　なされていない。

◆予算項目以外の状況
　・聴覚障がい者等の職場定着を一層支援する「聴覚障がい者等ワークライフ支援事業」の国における
　　制度化の措置はなされていない。

　・国の契約における障がい者雇用の評価制度に係る措置はなされていない。

◆予算項目以外の状況
　・要望内容に係る措置はなされていない。

◆予算項目以外の状況
　・「あいりん労働福祉センター」の管理について、巡回業務契約を締結の上、
    実施しているが、解体工事が完了するまでの間、国が大阪府と連携しながら
　　管理を行う必要がある。

◆予算項目以外の状況
　・新労働施設整備の中で、「一体的実施事業」については、実施する方向で検討されて
　　いるが、いわゆる「青空労働市場」の解消を図るため、国において設置された寄り場、
　　駐車場等の労働施設の機能を維持するために必要なイニシャルコスト及びランニング
　　コストの負担について、具体的な考え方が示されていない。
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要望・提案事項 摘要予算等の措置状況
＜あいりん地域における雇用対策
の充実＞

△

◆令和７年度予算措置の状況　＜厚生労働省＞
　○ホームレス就業支援事業 〔全〕２億円

（〔全〕２億円）

　○住居確保給付金
〔全〕７３２億円の内数

（〔全〕６５７億円の内数）

◆予算措置の状況　＜厚生労働省＞
　○技能向上対策費補助金（都道府県職業能力開発協会費）関係
　　・若年者に対する受検料の減免措置については、若年者の入職促進
　　　措置の観点から３級の２３歳未満の受検者を対象に実施する。

〔全〕１６．２億円
（〔全〕１６．１億円）

７．職業能力開発校における在職者
訓練の実施 ×

８．障害者職業能力開発校の老朽
化への対応 ×

９. 採用選考におけるいわゆる「ＳＮ
Ｓ調査」への対応 ×

Ⅳ　国と地方の適正な役割分担
１．ハローワークの地方公共団体へ
の移管 ×

２．運輸事業振興対策の推進
×

◆予算項目以外の状況
　・「日雇労働求職者給付金」の支給要件の緩和はなされていない。また、技能講習
　　事業の委託や実施場所の提供等、日雇労働者の技能向上による安定就労に向
    けた取組みは行われているが、職業紹介事業等の効率的な実施はなされていない。

◆予算項目以外の状況
　・要望内容に係る措置はなされていない。

◆予算項目以外の状況＜厚生労働省、文部科学省＞
　・SNS調査の実態把握への動きはあるものの要望内容に係る措置はなされていない。

◆予算項目以外の状況
　・職業安定法や雇用対策法の改正法を含む第６次地方分権一括法が平成２８年８月に施行されたが、
　　「新たな雇用対策の仕組み」の検証や、全面移管に向けた検討は行われていない。

◆予算項目以外の状況
　・要望内容に係る措置はなされていない。

◆予算項目以外の状況
　・要望内容に係る措置はなされていない。

６.  若年者に対する技能検定制度
の見直し

×◆予算項目以外の状況
　・制度創設時の２級及び３級の３５歳未満の受検者を対象とした受検手数料減免措置の復元と
　　財源措置に関する要望は実現していない。
　　（令和４年度・５年度と対象外とされていた雇用保険被保険者以外の者（在校生等）について、
　　引き続き減免の対象とされている。）

５．ホームレスの方の就労機会の確
保・提供

△

◆予算項目以外の状況
　・ホームレスの方の就労機会を確保するためには、まず、住居の確保が必要であるが、
　　「住居確保給付金」について、家賃債務保証や緊急連絡先の確保など、ホームレスの
　　方が活用しやすい制度となる趣旨の改正等はなされていない。就労訓練事業において
　　も就労訓練者の賃金確保につながるような制度の充実もなされていない。
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